
Ⅰ．はじめに

イギリスでは現在、医師・看護師をはじめ、

医療に携わる専門職の養成システムと役割分担

の再編がなされつつある。1948年以来National

HealthService（NHS）は、租税を財源に無料の医

療を提供してきたが、労働党のブレア政権が発

足した1990年代末の医療は質・量ともに水準が

低下していた。医療設備の老朽化、医療従事者

の不足、待機時間の長期化などの問題が山積し

ていたことが知られている。そして、医療の質

向上に向けて、医学部の定員増加、卒後研修の

短縮、外国人医師の受け入れなどの人的資源の

確保策が積極的に行われた。さらに、多様な医

療従事者の業務拡大や新たな職種の創設が必要

であるとされ、医師・看護師の養成システムの

改革も進められた（DH,2000;近藤，2004）。

本稿が課題とするのは、こうした時代背景の

もとで形成された医師・看護師の役割分担の在

り方についての検討である。イギリスでは1970

年代末頃よりアメリカに倣ったナース・プラク

ティショナー（NursePractitioner）の活動が始まり、

現在は一部の看護師については医師と同様に薬

剤を処方することも認められている（江藤，2010;

Jones,1999）。したがって本稿の検討作業は、ア

メリカの上級看護師モデルが、異なる医療シス

テムを持つ他国にどのように導入されたのかを

示すことになるだろう。また、イギリスの地域

看護の分野では、助産師（Midwife）・保健師

（HealthVisitor）・訪問看護師（DistrictNurse）は、

医師から独立した自律的な専門職として活動し

てきた伝統があった（Sweet,2008）。本稿では、

ナース・プラクティショナーと、これら伝統的

な看護職との活動スタイルの違いを探ることも
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念頭において検討を行っていく。

以下、政府刊行物、医師・看護師関連団体の

公式文書、医療従事者の実態に関する研究成果

などの文献調査に基づいて議論を進めていく。2

節では、医師・看護師の資格と養成システム、

医療専門職への規制の在り方に関する特徴を紹

介する。3節ではまず、ブレア政権期の医師・看

護師を取り巻く背景を論じる。そして、病院お

よびプライマリ・ケアでの役割分担をそれぞれ

検討する。4節では、イギリスの医師・看護師の

基盤的特徴を踏まえて、医療提供の場ごとに異

なる役割分担の在り方を整理し、まとめとする。

Ⅱ．医師・看護師の資格と養成システム

イギリスの医師・看護師の資格登録や管理、

養成カリキュラムの認定などのシステムは日本

と大きく異なる。中央・地方の行政機関が直接

管理するのではなく、法律に基づいて設置され

た資格管理団体がそれらの責任を果たしている。

医師・看護師ともイギリスを構成するイングラ

ンド、ウェールズ、スコットランド、北アイル

ランドの4カ国で共通した基準が設けられている。

1． 医師の資格と養成システム

医師免許の登録、管理、大学の医学教育プロ

グラムの規制、認定をするのは、総合医療審議

会（GeneralMedicalCouncil;GMC）である。GMC

は1858年医師法（MedicalAct1958）に基づいて設

立された。慈善委員会（CharityCommission）の認

可を受けた非営利組織であり、医師の登録料・

更新料で運営されている。現在の根拠法は1983

年医師法で、これまでに何度も修正が加えられ

ているが、基本方針として自己規制を重視して

医師の管理を行ってきた。

イギリスには現在、医師養成コースを持つ大

学が全国に32カ所ある。5年制が最も一般的（24

カ所）だが、学士入学者向けの4年制（14カ所）、

生命科学系の基礎教育を充実させた6年制（12カ

所）もある。イギリスの大学は医学部付属病院を

持たず、臨床実習は教育病院（TeachingHospitals）

として位置付けられた近隣の病院で行われる。

入学後は数日から数週間の実習が毎年行われ、

実地での経験に基づいた教育が重視されている。

最終年次には約1年間に渡って複数の診療科で臨

床実習が実施される。大学はGMCの基準に沿っ

たカリキュラムを策定することになっており、

教育の質に関する定期的なモニタリング結果は、

GMCのホームページで公開されている。

卒後教育については、2005年から「医師養成の

現代化」と題した新しいプログラムが開始され、

教育目標や教育期間が明確にされた（Houseof

CommonsHealthCommittee,2008）。医師の国家

試験はなく、学士課程を修了すると、GMCに仮

登録（ProvisionalRegistration）でき、それから2年

間の研修医プログラム（FoundationProgramme）に

参加する。その後は「レジストラー（Registrar）」と

いう役職で登録され、各自の志望に従って、家

庭医であるGP（GeneralPractitioner）は3年間、専

門医は6年間の専門分野別研修がある。すべての

研修を終了すると、GMCからGP、専門医それぞ
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出所：Tooke,2008:36をもとに作成．
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れの認定証（Certificate）が発行され、医師として

正式に登録される（図1）。専門医の場合は、その

後経験を積むことで、最終的にはコンサルタン

トと呼ばれる上級医師となるキャリア・パスが

開かれている。

GMCによれば現在の医師登録者数は約24万人

であり、その4分の1がGPである。女性医師は全

体の約4割を占めている（図2）。ただし、この数

値はイギリスの医師免許を持つ者の総数である

ため、民間医療機関の医師、国外にいる医師な

ども含まれている。実際にNHSで働く医師は4カ

国合わせても登録者の7割弱にすぎない。2009年

以降、GMCへの登録は、医師としての登録（regis-

tration）、診療に関する免許（licensetopractice）と

いう2つの要素から構成されている。これは、

2012年から予定されている免許更新制の導入に

向けた布石であり、専門医団体、患者、雇い主

などの見解も交えた業績評価に基づく免許の更

新が検討されている（GMC,2010）。

2． 看護師の資格と養成システム

看護師については、看護助産審議会（Nursing&

MidwiferyCouncil;NMC）が看護師免許の管理と

養成プログラムの認定を行っている。NMCは看

護助産令（Nursing&MidwiferyOrder2001）に基

づき、UnitedKingdomCentralCouncilforNursing,

MidwiferyandHealthVisitingを引き継いで2002年

に設立された。GMCと同様に、看護師が支払う

登録料・更新料で運営される非営利組織である。

NMCに登録が義務付けられる免許は、登録

看護師（RegisteredNurse）、助産師（Midwife）、地

域保健専門看護師（SpecialistCommunityPublic

HealthNurse）、処方者（Prescriber）である1）。2011

年1月現在の登録状況は、複数の資格を重複して

持つ者を含めて、登録看護師が63万8,000人、助

産師が2万8,000人、地域保健専門看護師が2万

6,000人である2）。そのうち約9割が女性である。

（1）登録看護師

登録看護師となるには、各地の大学の看護学

科で開設されるNMCが認定した3年間のコース

を修了する必要がある。既に看護現場で補助職

として働いている者や何らかの学士号を持って

いる者は、履修科目の免除や在学期間の短縮が

認められている3）。看護師についても「看護師養

成の現代化」と称する養成システムの改革が進め

られている（DHCNODirectorate,2006）。従来は

高等教育機関で看護学のディプロマ（Diploma）を

取得すれば、学士号（Degree）はなくても看護師

登録が可能であったが、2013年度入学生からは

すべてのコースが学士課程となるように改革さ

れつつある。

卒前教育では、在学期間の約半分は実習に従

事し、座学と実習合わせて3年間で4,600時間以

上のプログラムからなる実践的なカリキュラム

である。初年次は全員共通の基礎プログラムを

履修し、残り2年間は成人・小児・精神保健・知

的障害の4分野から1つを選択し、特定の分野に

ついての専門性を高めていく（NMC,2004a）。看

護師の場合も免許取得の国家試験はなく、コー

ス修了によってNMCへの登録が認められる。

NMCへの登録時にも、上記4分野から選択し
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出所：GMC,2011をもとに作成．
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た専門分野が登録される。登録後は毎年76ポン

ドの登録料を支払い続けなくてはならない。3年

ごとに更新があり、要件として過去3年間に少な

くとも5日間（35時間）の学習と450時間の臨床経

験が求められる。したがって、マネジメントや

研究・教育に従事する看護師も、臨床を継続し

ていないと免許の更新ができなくなる。

（2）そのほかの看護関連免許

助産師は登録看護師と同様に、NMCが認定す

る3年間のコース修了が要件である（NMC,2009）。

追加的に助産師免許を取る看護師には、1年半で

修了するコースが開講されている。助産師につ

いても実習に費やす時間が在学期間の約半分を

占めるが、理論の学習についても40％を下回っ

てはいけないことになっている。助産師の業務

に関しては、NMCの基準や指針が看護師とは異

なり、一部の薬剤については処方や投与が認め

られている。

地域保健専門看護師とは、保健師や学校看護

師を指し、主に公衆衛生活動に従事する看護師

のことである。登録看護師取得後に少なくとも1

年間、大学院レベルの教育を受けることとされ、

カリキュラムの一環として処方に関する科目も

履修する（NMC,2004b）。そのため、地域保健専

門看護師は、地域看護処方者（CommunityPracti-

tionerNursePrescribers）という免許も同時に取得

でき、一部の薬剤を処方することができる4）。看

護師の処方が最初に認められたのは、保健師な

ど地域看護の領域であり、1999年から全国で実

施されている。

処方者には上記も含めいくつかあるが、近年

増加しているのが独立／補助的処方者（Independ-

ent/SupplementaryPrescribers）を両方取得する免

許である5）。独立処方者は2002年に導入され、現

在は医師と同じ範囲の薬剤を各自の判断で処方

することができる6）。補助的処方者は医師が作成

した診療管理計画（ClinicalManagementPlan）に

基づく処方が可能であり、2003年から養成が始

まった。これらの免許の取得は、3年以上の臨床

経験と大学卒業相当の学歴を要件としている7）。

NMCの認定を受けた養成コースには通学制と通

信制の両方があり、通学の場合は26日間のスクー

リングと12日間の実習が最低基準とされている。

標準的な受講期間は3～6カ月程度であり、仕事

を続けながら免許の取得ができる。処方者につ

いても国家試験はなく、コースの修了試験に合

格すればNMCに登録できる（NMC,2006）。2005

年から2011年にかけて独立／補助的処方者は

4,000人から2万人へと増加し、処方者数も全体

で50％近くも伸びている（図3）。

以上のNMCに登録する免許は、いずれも登録

看護師と同じく3年ごとに更新が必要であり、そ

の間に必要な臨床経験と研修の基準を満たさな

ければならない。

他方、イギリスには「ナース・プラクティショ

ナー」として活動する看護師がいるものの、NMC

が免許を与える正式な資格ではない。確かに継

続教育の一環として、専門看護師や上級看護師

を養成するコースも開設されている。けれども、
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出所：NMC,2008およびNMC渉外担当者CraigTurton氏

からの情報をもとに作成．

図3 処方者数の推移
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それらは各々の大学や大学院の認定資格であり、

NMCによって資格名称やカリキュラムは統一さ

れていない。そのため、これらの認定資格を持

つ看護師がどれくらいの規模で存在するのかに

ついても正確には把握できていない。

NMCは2005年にようやく「上級ナース・プラ

クティショナー（AdvancedNursePractitioner）」免

許の創設に向けて動き出した。それに先駆けて

イギリス看護協会（RoyalCollegeofNursing;RCN）

は、ナース・プラクティショナーの定義付けを

試み、最近も養成システムの整備を提言する報

告書をまとめている（Ball,2005;Ball,2006;RCN,

2010）。保健省も『信頼・保証・安全：21世紀の

医療専門職の規制』において、患者の安全という

観点から、ナース・プラクティショナーを規制

する枠組みを設けるよう強く求めている（DH,

2007:37）。だが、現在のところ議論はまとまっ

ておらず、実現はいつになるのかわからない。

ナース・プラクティショナーと類似した職種で

ある、診療行為に従事するフィジシャン・アシ

スタント（PhysicianAssistant）養成は2009年から

始まっている（白瀨，2010）。それとの差別化を

どう図るかという点からもナース・プラクティ

ショナー資格の整備が望まれるところである。

3． 医療専門職への規制と業務範囲の設定

先に述べたように、診療や診察に従事する看

護師は1970年代末から普及し始めた。しかし、

「ナース・プラクティショナー」という国家資格

はなく、NMCが看護師の診療行為について規制

を行っているのは処方に関する事柄だけである。

これはイギリスの医療専門職の業務範囲に関す

る規制の在り方が如実に表れている。

医師・看護師をはじめとした医療専門職の業

務内容を具体的に規制する法律はイギリスには

ない。医師への規制は伝統的に自己規制のみに

委ねられていた。そして、医師以外の医療専門

職も、GMCに倣った資格管理団体を形成し、専

門職による自己規制を推進してきた。1990年代

以降のGMCは、行政や患者などを含めた多面的

な規制の在り方へと変質したと言われているが

（石垣，2010）、それでも依然として法律によっ

て専門職の業務を規定することには至っていな

い。 各団体が専門職としての指針（Guida-

nce）や行動規範（codeofconduct）を示すことによっ

て、患者の安全を第一として、自己規制を行う

ように促す仕組みとなっている（DH,2007）。そ

して、医療規制審議会（CouncilforHealthcare

RegulatoryExcellence;CHRE）が職種別の団体間

の調整を図っている。

だからといって、医療専門職の業務を規定す

るものが何も無い訳ではない。医師も含めて、

NHSで雇用される職員については、誰がどのよ

うな業務に従事可能かを雇い主である医療機関

が規定してきた。特定の業務に対してその専門

職が十分な対処能力を持つかどうかを保証する

のは、雇い主の重要な役割であるとCHRE（2009）

も指摘している。そして、技能に見合った業務

の配分、複雑な仕事の管理、技能の向上への適

切なサポートなどを確保することは、雇い主の

義務であるという。具体的には、雇い主は「職務

記述書」（jobdescription）を用い、特定の業務行う

上で必要な知識、技能、特質などを規定する。

採用された専門職は職務記述書の範囲内で業務

に従事し、NHSのクリニカル・ガバナンスや医

療機関の人事管理システムを通じて、医療の質

は保たれると考えられている（CHRE,2009:6-7）。

他方、薬剤の取り扱いについては、薬事法や

関連する法令によって制限が設けられている。

特に規制医薬品は、薬物乱用法（MisuseofDrugs

Act）や薬物乱用規制（MisuseofDrugsRegulations）

に基づいて、国で定められた職種しか扱うこと

ができない。そうしたことから、処方に関する

部分のみは、資格管理団体が免許を発行し、管
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理することになっている。医療専門職の業務へ

の規制がこのような仕組みであったために、薬

剤の処方をしない限り、看護師がナース・プラ

クティショナーとして診療に従事することも可

能だったのである。

Ⅲ．医師と看護師の役割分担

1． ブレア、ブラウン政権期の医師・看護師

を取り巻く状況

ブレア政権は、医療の質の向上のため、GDP

比7％程度であった医療費を欧州諸国の平均であ

る10％水準に引き上げ、医療従事者の確保に積

極的に取り組んできた（DH,2000）。その理由の1

つは、EUが定める最長でも週48時間以内という

労働時間制限をNHSも遵守しなければならず、

医師の労働時間の短縮が不可避だったからであ

る。さらに、前政権までの長年の医療費抑制は

医療従事者の給与にもおよび、より良い労働環

境を求めてNHSから流出する者が増加していた

からであった（近藤，2004）。続くブラウン政権

期には、養成システム改革を通じて、医療チー

ムを再編し、質の向上を目指したことが特筆さ

れる（DH,2008）。

医師に関してなされた改革では、先述の新し

い研修医プログラムの導入による研修期間の明

確化と短縮、医学部の定員増加や養成課程の多

様化、そして外国人医師の活用などが挙げられ

る。これらを通じて3年間で医師数を1万人増加

させるという目標が設定された。最終的に2009

年には、イングランドのNHSで働く医師数は、

2000年の1.5倍程度にまで増加し、約13万人となっ

た（表1）。

看護師については、看護管理の責任者として

看護師長（ModernMatron）、臨床でのエキスパー

トとしてナース・コンサルタント（NurseConsult-

ant）などの役職がNHSに設けられ、上級レベルの

看護師への処遇改善がなされた。このようにマ

イギリスにおける医師・看護師の養成と役割分担
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注1：コンサルタントには公衆衛生医も含まれる．

2：病院プラクティショナー（HospitalPractitioner），診療助手（ClinicalAssistant），その他病院スタッフは，専門医

資格のないGPや歯科医師などが務めている．

出所：NHSInformationCentre,2010aおよび2010bをもとに作成．

表1 NHSの医師数の推移（イングランドのみ，常勤換算）

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

コンサルタント

専門医

専門医（新課程）

医師

20,909

1,289

3,258

21,680

1,333

3,764

22,558

1,356

3,999

24,229

1,524

4,672

25,758

1,723

4,700

27,549

1,958

4,817

28,995

2,185

4,816

29,995

2,411

5,163

30,776

2,552

5,275

31,966

2,695

361

5,122

33,875

3,020

2,600

2,820

レジストラー

シニア・ハウス・オフィサー

研修医2年目

研修医1年目、ハウス･オフィサー

11,822

14,464

3,494

11,953

14,918

3,634

12,370

15,233

3,676

12,740

16,468

3,933

13,708

17,942

3,960

15,811

19,785

4,228

16,979

20,816

4,618

17,837

18,182

3,687

4,866

29,788

5,358

4,811

5,189

33,838

2,023

5,474

6,016

36,235

1,535

5,984

6,465

病院プラクティショナー

診療助手

その他病院スタッフ

191

1,502

942

183

1,387

818

181

1,446

761

205

1,183

679

205

976

577

211

859

442

198

713

326

178

578

173

168

490

158

178

634

127

155

543

66

GP

GPレジストラー

26,879

1,475

26,947

1,597

27,043

1,811

27,248

1,907

27,932

2,153

28,567

2,454

29,467

2,435

31,194

2,190

31,321

2,409

30,988

3,055

32,426

3,659

合計 86,225 88,213 90,435 94,787 99,634106,680111,548116,454118,297122,478129,383



ネジメント面、臨床面で看護部門のリーダーと

して処遇される者は毎年着実に増加している。

イングランドの看護師・助産師の総数は10年間

で1.3倍になり、33万人超となった（表2）。

看護師という職業集団の内部でも改革は行わ

れていた。1990年代にかけて進められた養成シ

ステム改革「プロジェクト2000」によって、見習

い修業的な看護教育は徐々に廃止され、大学で

の教育がなされるようになった。そして、看護

師が医師のように自律的な規制・管理を基礎と

する専門職への転換が図られる上で、RCNの働

きも大きかった（Jones,1999）。こうした積み重

ねが、看護師による薬剤処方が拡大するなど、

活躍の場が広がる素地になっていたといえる。

また、医療システム上の要因として、医療の質

を保つための基盤となるNationalServiceFrame-

work（NSF）が策定されたこと、NICE（National

InstituteforHealth&ClinicalExcellence）という組

織が診療ガイドラインを作成するなど、治療法

の標準化が図られたことも挙げられる。同時に、

質の評価を行うHealthcareCommission（現在の

CareQualityCommission）が設置され、医療機関

のパフォーマンスが監視されることになった。

これら機関の存在は、第一に一般国民の医療の

質への信頼を回復させることにつながった。さ

らに、かつては圧倒的な知識・技能を持つこと

で医師だけが担っていた診療行為に対して、医

師以外の者による参入が拡大されることを、間

接的に促したのではないかと考えられる。

こうした政治的・社会的な変化を受け、看護

師の業務拡大で医師の労働時間短縮を補うこと

が現実的な問題として議論されることになった。

ロンドンの病院では、研修医の労働時間の短縮

をカバーするため、ナース・プラクティショナー

を採用し、夜間に病状が急変した際の対応チー

ムを設けたところもあるという（Hamilton-Fairley

etal,2009）8）。

ただし、ここで考慮しなければならないのは、

医師と看護師との給与水準の格差である。処方

者免許を持つような上級レベルの看護師であっ

ても、平均年収は4万ポンド程度（俸給表Band7）

である。他方、GPやコンサルタントの平均年収

は約10万ポンド、レジストラーは6万ポンド弱で

ある。研修医でさえも2年目には4万ポンドを超

える収入を得ている（NHSInformationCentre,

2010d）。EUの労働時間制限をめぐる議論で特に

問題になったのは、研修医の長時間労働であっ

た。穿った見方をすれば、当時の政策で看護師
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出所：NHSInformationCentre,2010cをもとに作成．

表2 NHSの看護師・助産師数の推移（イングランドのみ，常勤換算）

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

ナース・コンサルタント

看護師長

地域看護師長

マネジャー

地域保健専門看護師

診療所看護師

登録看護師

准看護師

登録助産師

不明

4,566

21,545

10,689

187,142

19,522

17,876

4,584

21,366

10,711

196,091

16,574

17,662

130

5,228

20,920

11,163

205,754

15,590

18,048

501

315

5,442

20,550

11,998

219,861

13,977

18,119

1,022

449

6,372

20,837

12,967

231,588

13,781

18,444

454

609

7,542

20,744

13,563

241,254

12,057

18,854

817

697

1,544

6,601

20,180

13,793

248,639

10,242

18,949

892

758

1,901

351

6,683

19,371

14,616

250,741

8,780

18,862

790

2,067

571

7,105

18,763

14,554

251,054

7,980

19,298

810

5,066

1,422

7,055

18,328

13,962

256,145

6,945

19,639

918

5,045

1,559

7,861

17,937

13,582

262,648

6,222

20,236

合計 261,340 266,987 277,334 291,285 304,892 315,440 321,537 322,062 322,182 329,372 336,007



に期待されていたのは、人件費の面でもまさに

研修医の代わりとなる診療業務の担い手だった

のではないかと推察される。

2． 病院における役割分担

イギリスの医療機関には明確な機能分担があ

り、病院は急性期の患者への専門的な治療に特

化している。病院では、コンサルタントを中心

にした多職種からなる医療チームで行動する。

そのため各々がチーム内で分担する役割も明確

化されており、プライマリ・ケア従事者のよう

に独立して判断しなければならない場面は限ら

れている。医療従事者の業務は、病院内におけ

る役職、職務記述書で示された内容に加え、医

療チーム内での相互評価に基づいて、範囲が決

まることになる。

病院の看護師の大部分は一般の登録看護師で

あるが、例外的なのは救急部門である。救急で

は、看護師がトリアージや処置をするだけでは

なく、ナース・プラクティショナーが医師と同

様に患者の診断や治療を行っている。ほかの部

門と違い、限られたスタッフで多様な傷病の患

者を扱う必要があることから、処方者免許を持

つ看護師が救急部門で果たす役割は自ずと大き

なものになる。

しかし、それ以外の部門では、看護師が診断

に携わる機会は必ずしも多くない。病院では基

本的な治療方針はコンサルタントが決めるため、

看護師が自ら診断したり、処方したりする必要

があるのは、医師の不在時に病状が急変した場

合など非常に限られている。その上、ナース・

プラクティショナーが患者のアセスメントをす

るようになると、研修医の訓練機会が奪われる

という指摘もある（Wilsonetal,2007）。

処方に関しては、病院は「患者群別指示書（Pa-

tientGroupDirections;PGD）」という特定の薬剤

の提供・投与の方法を記載した文書を発行し、

緊急時など必要な場合には、免許のない者でも

イギリスにおける医師・看護師の養成と役割分担
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出所：NottinghamUniversityHospitalsNHSTrust,2010をもとに作成．

表3 退院支援に関する役割分担

役職 担当業務の例 職種

看護・助産・サービス改善部長 退院支援システム全体に関する最高責任者 看護師

診療部長 医師が円滑に退院支援を行えるよう環境整備 医師

担当コンサルタント 患者のパスの医学的側面に関する説明責任 医師

コンサルタント 患者の退院後10日以内にサマリーを作成 医師

医師 診断結果に基づく退院日時の決定とレビュー 医師

当直の看護師マネジャー 1時間ごとに患者の状態をモニタリング 看護師

看護師長 退院報告書を毎週レビュー，成績改善に取り組む 看護師

病棟マネジャー 患者・家族への治療計画の説明と病棟看護師の管理 看護師

病棟看護師
退院計画の実施，継続ケアの要否を確認

福祉サービス，プライマリケアチームへの引継
看護師

その他の医療専門職 患者が必要な他サービスへ退院予定の連絡 PT，OTなど

退院コーディネーター 患者・家族・多職種チーム間の調整を図る 看護師

退院支援チーム

（IntegratedDischargeTeam）

病棟スタッフのサポート，継続ケアに関する助言

リハビリテーションに関するアセスメント

ウェイティングリストや転院の管理

多職種

薬剤師 退院後に服用する薬剤の用意 薬剤師



処方薬が利用できるよう措置を講じている。そ

のため、処方免許の取得は病院では必ずしも必

要とされていない。近年の研究から、病院にお

ける処方者の存在は、持病がある入院患者の血

糖値管理や疼痛管理には有効であり、医師との

コミュニケーションの円滑化や協働の推進、同

僚の看護師への教育効果もあると評価されてい

る（Stenneretal,2008）。EUの規制に対応し、医

師の労働時間を短縮しなければならないことも

あり、チームとしてのサービス供給量を維持す

るため、今後は病院でも処方のできる看護師が

増加する可能性はある。

病院内での医師・看護師の役割を明示した事

例として、ここでノッティンガム大学病院トラ

ストの退院支援システムを取り上げたい。退院

支援は入院待機者問題解決に向けたブレア政権

期の重点施策であり、各地の病院でシステム整

備が進められた。入退院の調整については、疾

患別のクリティカルパスに加え、表3のように退

院支援全般に関する役割分担と責任の所在が示

されている。患者の診断・診察は基本的に医師

の仕事であり、退院に関する決定の最終責任を

負うのはコンサルタントである。しかし、大部

分のケースについては、診療管理計画に基づい

て、看護師が患者の病状を管理し、入退院に関

する必要な連絡や調整もすべて執り行うように

なっている。退院患者の約20％は、継続的な医

学的管理が必要であるなどの理由で、多職種か

らなる退院支援チームによるサポートが必要で

あるといわれている（DH,2004）。そうした場合

に、連携のイニシアティブをとるのも看護師の

役割である。

3． プライマリ・ケアにおける役割分担

NHSでは長年、医療を受けるにはまず家庭医

であるGPに登録することが必要であった。しか

し現在は、必ずしもGPに直接登録する形ではな

い。多くの診療所では複数の医師がグループ診

療を行っており、患者は診療所やヘルスセンター

の単位で登録をする9）。サービス提供の継続性を

重視しているため、担当のGPは決まっているが、

もし不在でも同じ診療所内のほかのGPにかかる

ことができる。あるいは、診療所看護師（Practice

Nurse）の診察を受けることもできる。

独立／補助的処方者免許を取得した者の約4割

が診療所看護師だとの調査結果もある（Courtenay

etal,2007）。診療所看護師は診療の補助やトリ

アージを担っているだけではなく、自らの診察

室を持ち、診察や診断を行うナース・プラクティ

ショナーとして働く者もいる。とりわけ移民の

多い都市部では、急激な住民数の増加にGPの配

置が間に合わないこともあり、処方のできる看

護師がGP不足を補っている場合もある。

例えばロンドン南部のWandsworth地区には、

「看護師主導のヘルスセンター（Nurse-ledHealth

Centre）」がある。ここは、管理責任者を含め2人

のナース・プラクティショナー、その助手であ

るヘルスケア・アシスタント1人、事務スタッフ

数名で運営されている。非常勤職員としてGPが

2人、心理療法士が1人いる。ナース・プラクティ

ショナーは、診察・診断・処方・処置から検査

依頼や病院などへの紹介まで、GPとほぼ同様の

業務に従事している。非常勤GPの採用は、子育

て中の女性医師の活用という側面もある。

また、医療へのアクセス手段を拡大する取り

組みでも、看護師が主要な役割を担っている。

軽症患者を対象に、登録・予約なしで看護師の

診察が受けられるウォークインセンターという

施設がある。市中の薬局に併設されたもの、ヘ

ルスセンターの中に夜間診療所として設けられ

たもの、病院の救急部門に隣接したものなどが

あり、これも都市部を中心に増加している。さ

らに、NHSダイレクトという24時間対応の看護

師による電話相談のサービスもあり、救急時の
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対処法やセルフケアに関する助言を行っている。

プライマリ・ケアには、診療所やヘルスセン

ターで働く診療所看護師のほかに、助産師や保

健師や訪問看護師がいる。助産師や保健師、訪

問看護師は20世紀初頭より地域で独立して活動

する看護職であった。それに対して、診療所看

護師は、1960年代に保健師や訪問看護師を診療

所に配置する試みから発展した経緯を持つ

（Sweet,2008）。

だが、保健師は現在、公衆衛生活動に専従し

ており、個人の疾病を治療するような業務には

ほとんど従事していない。保健師や訪問看護師

は地域看護処方者の免許も持つが、実際にはほ

とんど処方を行っていないとの調査結果もある

（Courtenayetal,2007）。在宅での看護について

も、高度な医療的知識・技能が求められる場合

には、訪問看護師では対応できないため、特定

分野の専門看護師が派遣されるようになりつつ

ある。診療所看護師が看護職における1つの専門

家集団となった現在、保健師や訪問看護師の自

律的な活動の在り方にも変化が見られる。

Ⅳ．まとめ

イギリスの医師・看護師を特徴付けるのは、

薬剤の処方に関する事柄を除いて、業務範囲を

規制する法令が無いという点であった。資格管

理団体による患者の安全確保を目的とした自己

規制を専門職に促す枠組みが基礎となり、具体

的な業務内容の設定は雇用契約と労務管理に任

されていた。さらに医療の質を確保するNHSの

クリニカル・ガバナンスを通じて、誰がどの業

務に従事するか、各々の役割分担が決定されて

いた。

本稿は、医師と看護師の役割分担を各地での

実際の取り組みをもとに検討した。その結果、

医療が提供される場によって、役割分担の仕方

は異なることが見て取れた。病院では、医師・

看護師は、多職種からなる医療チームの構成員

として、自ら診療に携わる者もいれば、人と人、

サービスとサービスをつなぐことに貢献する者

もいるなど、多様な形で業務を分担し合ってい

た。チーム・リーダーであるコンサルタントが

作成した診療管理計画に従い、各々の知識や技

能に応じた業務が割り当てられ、常にチームと

して医療に従事するという役割分担であった。

退院支援システムでは、病棟看護師が患者や家

族、他部門との連絡・調整を担うキーパーソン

であることが示されていた。円滑に医療を提供

するために、業務の隙間や部門の隙間を埋める

作業が看護師によってなされている点は、診療

面での技能や専門性の高さだけでない、看護師

の役割の重要性を表している。

他方、プライマリ・ケアの専門職は、かつて

は多くのGPが単独で開業し、保健師や訪問看護

師も地域で自律的な活動をするなど伝統的に単

独行動であった。それはある意味で明確に役割

分担をしていたともいえるが、各々が自律的で

はあったものの互いの連携はなかった。けれど

も現在はその構図から大きく変化した。GPは診

療所看護師をはじめ多様なパートナーシップの

もとで、相互に補完し合いながら、診療を行っ

ている。さらに、病院の早期退院が進み、主た

る療養の場が地域に移行するにつれて、在宅の

患者に対しても医療面での高い専門性が求めら

れるようになった。すなわち、プライマリ・ケ

アの医師・看護師は、単独でも行動できる専門

性・自律性の高さを持つと同時に、病院から地

域まですべてを包括するチームの一員として、

患者の治療過程の一部を担うようになった。

以上のことから、医師・看護師の役割分担の

あり方は、資格や養成システムの改革だけでは

なく、医療機関の機能分担や財政状況なども含

めた医療システム全体の影響を受け、変化する
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ものなのだと考えられる。イギリスの場合は、

法令による業務内容の規定が無いことから、な

おさら柔軟に変化しうるのであろう。ここで注

目すべき点は、ブレア、ブラウン政権期になさ

れた改革は、単なる医師不足への対応だけを目

指していたのではなかったことである。医療の

質の向上という大きな目標があったことを見逃

してはならない。患者を待たせず、できるだけ

早く適切な処置をするため、医師でなくとも対

応可能なことは、ほかの職種に任せることも、

総体としての質の確保には必要であった。看護

師が担うことになった業務には、連絡や調整、

マネジメントもあれば、処方など診療行為の一

部もあったということなのだ。

とはいえ本稿は、医師・看護師の養成と役割

分担に関して、現在の制度の状況を中心に検討

し、変化の背景となった歴史的展開については、

十分に考察することができなかった。養成シス

テムの変遷を丹念に追いながら、医師・看護師

の役割分担のあり方をNHS改革の流れの中にさ

らに明確に位置付けて行く作業が必要となろう。

また、資格管理団体であるGMCやNMCの保健省

との関係、国民との関係を、労働党政権期の消

費者主義的な政策に引き寄せて検証することも

課題である。それらによりイギリスの医師・看

護師関係の相対化が可能となるだろう。

付 記

本稿は、平成22年度・厚生労働省科学研究費

補助金・政策科学総合研究事業（政策科学推進研

究事業）「要介護高齢者の生活機能向上に資する

医療・介護連携システムの構築に関する研究」

（研究代表者 川越雅弘）による研究成果の一部で

ある。

注

1） 現在は准看護師の養成は廃止され，継続教育によっ

て登録看護師への転換が図られているが，引き続

き准看護師のまま勤務を続ける者もいる．詳細は

表4参照．

2） NMC渉外担当者CraigTurton氏からのメールによ

る．NMCは2008年度以降，登録者数に関する統計

を公表していない．

3） フルタイムで在学する場合は休学期間を含めても

5年以内に修了しなくてはならない．パートタイ

ムでの履修も可能であり，その場合は7年以内に

修了となる．

4） なお，訪問看護の専門看護師も（SpecialistPracti-

tioner:DistrictNursing），カリキュラムに保健師と

同じ処方者養成科目が含まれているため，資格取

得と同時に地域看護処方者として登録できる．

5） 処方者免許の内容および導入の経緯については，

白瀨（2011）が詳述している．

6） ただし，実際に処方するのは自分の専門とする診

療分野に限られている．

7） 養成コースへの入学には雇い主の推薦が必要なこ

ともあり，Courtenay&Carey（2007）の調査によ

れば，処方免許を取得しているのは臨床経験20年

以上の看護師が多い．

8） 看護師が診察・診断に従事するには，教育訓練期

間・内容が不十分だという声はいまだに根強いの

も事実である（Knight,2008;Wilsonetal,2007）．

9） ヘルスセンターは複合的な機能を持つプライマリ・

ケアの医療機関である．グループ診療所がその中

心となるが，規模に応じて検査設備，リハビリ施

設，薬局などを備えている場合もある．
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